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１ 目的

県有種苗生産施設の大型コンクリート水槽を賃貸し、借り受ける高等教育機関、民間事

業者等の技術、ノウハウ及び資金等の活用により、本県水産業の成長産業化の実現を目指

す「令和５年度 県有種苗生産施設 有効活用実践事業」を実施するための施設の活用及び

運営等についての提案を広く募集します。

２ 事業の内容

（１）貸付対象となる物件

県有種苗生産施設（徳島県海部郡海陽町浅川字鍛冶屋４７）

○貸付物件

水槽Ａ：屋内、平面8.4m×8.6m

水槽Ｂ：屋内、平面8.3m×8.6m

水槽Ｃ：屋内、平面8.4m×8.6m

※ 水槽１基の容積はいずれも約100トン規模です。

※ 水槽ごとに賃借することができます。

※ 貸付物件の位置については、「県有種苗生産施設 位置図」（別紙１）及び

「県有種苗生産施設の貸付水槽 位置図」（別紙２）を確認してください。

（２）水槽貸付料

貸付料は、「普通財産（土地・建物）貸付料算定基準」に基づき、定めるものとし

ます。

水槽Ａ：貸付料５４６，６３２円（税抜、年額）

水槽Ｂ：貸付料５４０，１２４円（税抜、年額）

水槽Ｃ：貸付料５４６，６３２円（税抜、年額）

※ 水槽Ａ、Ｂ、Ｃのいずれも貸付期間のうち１年に満たない期間については、

１年を３６５日とする日割り計算により該当期間の貸付料を算定します。

※ 水槽貸付料には、別途、消費税及び地方消費税が必要です。

※ 水槽貸付料のほかに、光熱水費（電気代、水道代）の負担が必要です。

（３）水槽の活用例

水産動植物の生産、畜養等

（４）公募物件の貸付期間

当該公募物件の貸付期間は「徳島県公有財産取扱規則（昭和３９年規則第２５号）」

に基づき最長５年とします。ただし、特に知事が認めた場合に限り、更新することも

可とします。
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（５）事業実施までのスケジュール

手続き等 日程

１ 公募開始（募集要項の公表） 令和５年 ５月３０日（火）

２ 参加表明書兼現地説明会 令和５年 ６月１２日（月）

参加申込書の提出期限

３ 現地説明会 令和５年 ６月１６日（金）

４ 質問受付期限 令和５年 ６月２２日（木）

５ 質問回答 令和５年 ６月２７日（火）

６ 応募書類提出期限 令和５年 ７月 ３日（月）

７ 審査委員会 令和５年 ７月上旬

８ 事業実施候補者の決定・公表 令和５年 ７月中旬

９ 賃貸借契約の締結 令和５年 ７月下旬

３ 参加表明及び現地説明会

（１）参加表明等の方法

応募しようとする者は、「参加表明書兼現地説明会参加申込書」（様式１）を

ファックス又は電子メールで提出した上で、現地説明会に必ず参加してください。

（２）提出期限

令和５年６月１２日（月）１７時まで

（３）提出先

別紙１「お問合せ先」を御覧ください。

電子メールで提出する場合、件名は「プロポーザル参加表明」としてください。

（４）現地説明会

日時：令和５年６月１６日（金）１３時から１４時

場所：県有種苗生産施設（徳島県海部郡海陽町浅川字鍛冶屋４７）

１３時までに駐車場に集合してください。
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（５）参加人数

１応募者につき５名以内とします。

（６）その他

募集内容等に関する質問は、現地説明会の会場では受けません。質問がある場合は、

「５ 質問受付・回答」によります。当日は、本募集要項を持参してください。

４ 応募者の資格要件

次の要件のいずれにも該当していないこと

（１）成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

（２）法人の場合、会社更生法に基づく更正手続き開始の申立て及び民事再生法に基づく

再生手続開始の申立てがされている者。ただし、更生計画の認可が決定又は再生計画

の認可の決定が確定した者は、該当しないものとみなす。

（３）禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から２年を経過しない者。

（４）暴力団（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第

７７号）に規定する者）、暴力団員又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にあ

る団体。

（５）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認

定された日から２年を経過しない者。

（６）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）をはじめとする労働関係法令を遵守してい

ない者。

（７）徳島県の使用料及び県税その他税の滞納がある者。

（８）成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各項目のいずれか

に該当する者。
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５ 質問受付・回答

（１）提出期限

令和５年６月２２日（木）１７時まで

（２）提出方法

書式は任意ですが、必ず質問事項、会社名等、氏名、住所、連絡先（電話番号、

電子メールの宛先等）を記載し、電子メールでお問い合わせください。電子メールの

送信後、必ず電話で確認を行ってください。

（３）質問内容

当該事業に係る条件や提案書提出手続に関する事項に限ります。

（４）提出先

別紙１「お問合せ先」を御覧ください。

電子メールで提出する場合、件名は「プロポーザル質問」としてください。

（５）回答方法

受け付けた質問については、電子メールにより、すべての参加表明者に回答します。

なお、質問を行った者の名称等は公表しません。

６ 応募書類の提出

（１）提出期限

令和５年７月３日（月）１７時まで

（２）提出方法

提出は持参又は郵送（書留郵便に限る）により行ってください。なお、受付時間は、

土・日・祝日を除く９時から１７時までとし、持参の場合は、事前に電話連絡してく

ださい。

（３）提出先

別紙１「お問合せ先」を御覧ください。

（４）必要部数

正本１部及び副本５部
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（５）提出書類

番号 内容 法人 個人 様式 備考

１ 応募申請書 ○ ○ ２

２ 添付書類チェック表 ○ ○ ３

３ 企業等概要説明書 ○ ○ ４

４ 誓約書 ○ ○ ５

５ 承諾書 ○ ○ ６

６ 事業提案書 ○ ○ ７

７ 定款 ○

８ 決算書（直近１期分） ○

９ 確定申告書の写し（直近１か ○

年分）

１０ 商業登記簿謄本 ○ 申請する日から９０日以内

に発行

１１ 印鑑証明書 ○ ○

※ グループで申請する場合は、番号１、２、６については共同作成の上、提出。

番号３～５及び７～１１の資料については構成メンバー全員について提出。

（６）その他

① 応募者の構成員は、事業内容等について事前に協議を行い、合意の上で御応募く

ださい。

② 応募者の構成員のいずれかが、他の応募者の構成員として重複応募することはで

きません。

③ 応募書類、応募者への聞き取り及びヒアリングで伺った内容については、秘密を

厳守します。また、当該募集・審査以外の用途に利用することはありません。

④ 応募書類の作成、現地確認、プレゼンテーションなど応募にかかる費用は、全て

応募者の負担とします。

⑤ 応募書類は、原則として提出後に記載内容の変更はできません。

⑥ 応募書類その他の提出された書類・資料は返却いたしません。

⑦ 募集要項及び応募書類書式は徳島県のホームページからダウンロードできます。

（https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/nourinsuisanbu/suisa

nshinkouka/）

７ 事業実施者の決定

（１）審査方法

学識経験者等による「県有種苗生産施設有効活用実践事業プロポーザル審査委員会」

（以下、「審査委員会」という。）による審査結果を踏まえ、契約候補者を選定する。

審査委員会は、書類審査及び応募者へのヒアリングを行い、次の評価項目により総

合的に評価する。
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＜評価項目＞

・ 事業実施者としての適格性

・ 目標設定の適切性

・ 事業内容の適切性

・ 事業実施に向けた環境

詳しくは「事業内容採点表」（別紙４）を参照してください。

※契約候補者の選定前に、事業内容の聞き取り等を行うことがあります。

※契約候補者の選定の参考とするため、追加資料等の提出を求める場合があります。

（２）ヒアリング

ヒアリングは，次のとおり予定しています。

① 日 時 令和５年７月上旬

② 場 所 徳島県庁（予定）

③ 出席者 １応募者につき５名以内

④ ヒアリングの日時及び留意事項等は、別途該当者に通知する。

（３）選定結果の発表

① 選定結果は、応募者すべてに文書で通知します。

② 結果に対する問合わせ、異議等については応じません。

③ 選定した事業実施候補者は、徳島県ホームページにより公開します。

８ その他留意事項

（１）応募書類

提出した応募書類等は返却いたしません。

（２）著作権の帰属等

① 応募書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。

② 契約候補者に選定された事業者が提出した事業提案書については、徳島県が公表

等に必要な場合は無償で使用できる。

③ 第三者の著作物の使用に関する責は、使用した応募者にすべて帰するものとする。

（３）契約候補者決定の取消

次のいずれかに該当する場合は、契約候補者の決定を取り消すことがある。なお、

契約候補者は取消しにより損害が発生した場合でも、徳島県に請求できないものとす

る。

① 決定後に契約候補者が辞退した場合

② 決定後に応募書類に重大な虚偽等が判明し、事業者として不適当と認められる

場合

③ その他、契約候補者が、不正又は不当な行為を行った場合
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（４）契約締結

① 契約保証金

借受人は徳島県に対し、本契約上生じる借受人の債務を担保するため、契約の

締結と同時に借受期間に係る貸付料の１００分の１０の金額の契約保証金を徳島

県に納付しなければなりません。ただし、連帯保証人を立てるときは、契約保証

金の納付は必要ありません。なお、本契約が終了し、借受人から貸付物件の返還

がなされた場合は、徳島県は借受人に対し、遅滞なく契約保証金の全額を返還し

ます。

② 使用条件等について疑義が生じたときはその都度協議して決定します。

③ 公募物件の貸付料は「普通財産（土地・建物）貸付料算定基準」に基づき定める

ものとします。なお、貸付物件の価額が著しく上昇したとき又は、徳島県が貸付物

件につき特別の費用を負担することになったとき、その他正当な理由があると認め

るときは、事業実施者に対して貸付料の増額を請求することができるものとします。

このため、応募に当たっては、この料金の改定に同意することを条件とします。（申

請時に承諾書により同意をいただきます。）

④ 事業実施者は、賃貸借契約締結後３０日以内に事業を開始してください。この条

件を満たさない場合、徳島県は貸付契約を解除できるものとします。ただし、この

条件で事業を開始できない特別な事由があると認められる場合はこの限りではあり

ません。

⑤ 事業継続が困難となった場合の取扱い

ア 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

徳島県は事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、

又は、その懸念が生じた場合は、事業者に対してその改善を図ることを求めるも

のとし、改善が認められない場合、貸付契約を解除することができるものとしま

す。

イ 徳島県の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合

事業者は事業契約の定めるところにより、徳島県の責めに帰すべき事由により

事業の継続が困難となった場合には、貸付契約を解除することができるものとし

ます。

ウ その他の事由により事業の継続が困難となった場合

不可抗力その他、徳島県及び事業者の責めに帰すことができない事由により事

業の継続が困難となった場合、徳島県と事業者は事業の継続の可否について協議

を行うものとします。

（５）その他

事業者は自己の責任及び負担において施設の運営に関して必要となる近隣対応を実

施してください。
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別紙１

お問合せ先

徳島県 農林水産部 水産振興課 企画担当

〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地（徳島県庁６階北側）

電 話 088-621-2470

ファクシミリ 088-621-2863

電 子メール suisanshinkouka@pref.tokushima.jp

県有種苗生産施設 位置図

徳島県内の市町村
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別紙２

県有種苗生産施設の貸付水槽 位置図

水槽Ａ：屋内、平面8.4m×8.6m

水槽Ｂ：屋内、平面8.3m×8.6m

水槽Ｃ：屋内、平面8.4m×8.6m

正門

緑地

国道５５号線

緑地

海

本館

駐車場

A CB



－ 10 －

別紙３

徳島県県有財産有償貸付契約書案

貸付人徳島県（以下「甲」という。）と借受人 （以下「乙」という。）とは、徳島県

県有財産の有償貸付けについて、次のとおり借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条に規定

する定期建物賃貸借契約を締結する。

（信義誠実の原則）

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（庁舎等）

第２条 甲は、その所有する別紙記載の物件（以下「庁舎等」という。）を乙に貸し付け、乙は、

これを借り受ける。

（貸付期間）

第３条 契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。

２ この契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、期間満了時に乙

以外に利用希望者がなく、かつ、甲が特段支障がないと認める場合には、甲及び乙は、協議の上、

この契約の期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる。

３ 甲は、第１項に規定する期間の満了の１年前から６月前までの間（以下「通知期間」とい

う。）に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。

４ 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、

第１項に規定する期間の満了後においても、庁舎等を引き続き賃借することができる。ただし、

甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合において

は、その通知の日から６月を経過した日に貸賃借は終了する。

（貸付料）

第４条 乙は、庁舎等の貸付料年額（以下「貸付料」という。）は、金 とする。ただし、

１年未満の期間については、１年を３６５日とする日割計算により貸付料を算定する。

２ 乙は、前項の貸付料の当該年度分を、甲の発行する納入通知書により、納入期限内に甲に支払

わなければならない。

年度（貸付期間） 期別 貸付料 納入期限

（消費税及び地方消費税を含む。） （納入期限が閉庁日の場合は翌開庁日とする。）

年度

（ 年 月 日～ 期 金 円 年 月 日

年 月 日の間）

期 金 円 年 月 日

年度

（ 年 月 日～ 期 金 円 年 月 日

年 月 日の間）

期 金 円 年 月 日

年度

（ 年 月 日～ 期 金 円 年 月 日

年 月 日の間）

期 金 円 年 月 日

年度

（ 年 月 日～ 期 金 円 年 月 日

年 月 日の間）

期 金 円 年 月 日



－ 11 －

（貸付料の改定）

第５条 甲は、概ね３年ごとに、地価の動向等を基準として、貸付料の見直しを行うことができる。

見直しは、徳島県の普通財産（土地・建物）貸付料算定基準に基づき行う。

２ 前項のほか、庁舎等につき特別の費用を負担することとなったとき、消費税及び地方消費税の

税率の改定があったとき、その他正当な理由があると認められるときは、甲及び乙は、貸付料の

改定を請求することができる。

（光熱水費の負担）

第６条 乙は、光熱水費（電気代、及び水道料金をいう。以下同じ。）を、甲の発行する納入通知

書により、納入期限内に甲に支払わなければならない。

２ 前項に規定する光熱水費は、乙が甲から貸借する物件（県有種苗生産施設内のヒラメ稚魚棟の

一部）において使用する「屋内照明灯」及び「海水汲上ポンプ」の使用に係る電気代とし、次のと

おり算定するものとする。

区 分 算 定 式

屋内 県有種苗生産施設の
×

屋内照明灯の
×

貸付面積（d)
× 日数

照明灯 従量電灯Ａの単価 消費電力 ヒラメ稚魚棟

(a) (c) の総面積(e) (i)

海水汲上 県有種苗生産施設
×
海水汲上ポンプ

×
使用

×
水槽利用

× 日数
ポンプ の高圧電力の単価 の消費電力 海水量 基数

(b) （f） （g） (h) (i)

※記号・語句の説明

（a）県有種苗生産施設の従量電灯Ａの単価

各月の県有種苗生産施設の従量電灯Ａの１kWh当たりの料金単価

（b）県有種苗生産施設の高圧電力の単価

各月の県有種苗生産施設の高圧電力の１kWh当たりの料金単価

（c）屋内照明灯の消費電力

乙が借り受けた大型コンクリート水槽が設けられたヒラメ稚魚棟の全ての照明灯の

１日（８時間）当たりの消費電力（10.368kWh）

（d）貸付面積

第２条で乙に貸し付ける大型コンクリート水槽の面積（215.86平方メートル）

（e）ヒラメ稚魚棟の総面積

県有種苗生産施設のヒラメ稚魚棟の総面積（461.40平方メートル）

（f）海水汲上ポンプの消費電力

海水１トン当たりの海水汲上ポンプの消費電力（0.12kWh/t）

（g）使用海水量

大型コンクリート水槽１基の１日当たりの使用海水量（360t）

水槽利用基数（h）及び日数（i）

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

水槽

利用

基数

28

日数 31 (うるう年 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

は29日)

３ 乙は、前項の規定により算出される電気代の当該年度分について、甲の発行する納入通知書に

より、納入期限内に甲に支払わなければならない。
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（延滞金）

第７条 乙は、第４条及び前条に定める納期限までに貸付料及び光熱水費（以下「貸付料等」とい

う。）を支払わなかったときは、当該納期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、当

該貸付料等に対し、１年を３６５日として、年１４．５パーセントの割合（各年の特例基準割合

（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．２パーセント

の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合）で計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。ただし、当該

延滞金の額が１，０００円未満であるときはこの限りでない。

（庁舎等の引渡し）

第８条 甲は、貸付期間の初日に庁舎等を乙に引き渡すものとする。

（かし担保）

第９条 乙は、この契約締結後、庁舎等に面積の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、

貸付料の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。ただし、

この契約が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）の適用を受ける場合は、甲は、庁舎等の引

渡しの日から２年間に限り、民法（明治２９年法律第８９号）第５７０条に規定するかし担保責

任を負うものとする。

（貸付料の減免）

第１０条 乙は、庁舎等が乙の責めに帰すことのできない理由により滅失又は毀損したときは、当

該滅失又は毀損した部分につき貸付料の減免を甲に請求することができる。

（使用上の制限）

第１１条 乙は、庁舎等の工作物等について、増改築等により現状を変更しようとするときは、事

前に増改築等をしようとする理由及び当該増改築等の計画を書面によって申請し、甲の承認を受

けなければならない。

２ 前項の甲の承認は、書面によるものとする。

（用途指定）

第１２条 乙は、庁舎等を庁舎等貸受申請書に記載し、及び添付した利用計画及び事業計画に定め

るとおりの用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなければならない。

（庁舎等の保全義務等）

第１３条 乙は、甲の係員の指示に従うとともに、善良な管理者としての注意をもって庁舎等の維

持保全に努めなければならない。

２ 乙は、庁舎等の利用に伴い第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、

甲が乙に代わって賠償の責めを果たしたときは、乙に対して求償することができるものとする。

３ 第１項の規定により支出する費用は、全て乙の負担とし、甲に対してその償還等の請求をする

ことができないものとする。

（転貸又は賃借権の譲渡）

第１４条 乙は、貸付物件の転貸又は賃借権の譲渡をしてはならない。ただし、第１２条による指

定用途に基づき貸付物件を利用する上で必要やむを得ない場合であって、貸付物件の用途又は目

的を妨げずかつ、転貸又は賃借権の譲渡を受けようとする者が、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の４の規定及び徳島県行政財産（庁舎等）貸付基準第３条の規定のい

ずれにも該当しない場合には、甲は転貸又は賃借権の譲渡を承認することができる。

２ 乙は、前項ただし書きの場合の承認に係る申請をしようとするときは、別途甲が定める書類を

添付した上で、甲に対し書面により申請するものとする。

３ 第１項のただし書きの場合において、乙が連帯保証人となるものとする。

４ 第１項のただし書きの規定に基づき賃借権の譲渡を承認する場合には、賃借権の譲受人はこの

契約における乙の地位を承継するものとして取り扱い、貸付期間はこの契約における残期間とし、

貸付料はこの契約における金額とする。
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（実地調査等）

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対し、その業務又は資

産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることが

できる。この場合において、乙は、調査等を拒み、妨げ、又は怠ってはならない。

（１）第４条及び第６条に定める貸付料等の支払がないとき。

（２）前３条に定める義務に違反したとき。

（３）その他甲が必要と認めるとき。

（契約の解除）

第１６条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には，この契約を解除することができる。

（１）庁舎等借受申請書に添付の誓約書に記載の(ｱ)から(ｹ)までのいずれかの事項に該当する等、

当該誓約書の内容に、契約を継続しがたい虚偽の事実があることが判明したとき。

（２）乙が第１２条の規定に違反して指定用途以外の用途に供した場合において、相当の期間を

定めて指定用途に供すべきことを求めたにもかかわらず、当該期間内に指定用途に供しない

とき。

（３）乙が第１４条第１項の規定に違反して無断で転貸し、又は賃借権を譲渡したとき。

（４）乙がその他この契約に定める義務に違反した場合において、相当の期間を定めて是正を求

めたにもかかわらず、当該期間内に是正に応じないとき。

（５）乙が庁舎等を必要としなくなったとき。

２ 貸付期間中に、庁舎等の一部又は全部について、甲、国又は他の地方公共団体その他公共団体

において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合にも、前項と同様とす

る。

３ 甲は、前項の解除をするときは、解除する日の３か月前までに、乙にその旨を通知するよう努

めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでな

い。

（庁舎等の返還）

第１７条 乙は、この契約が終了する日（甲が第３条第３項に規定する通知をしなかった場合にお

いては、同条第４項ただし書きに規定する通知をした日から６月を経過した日）までに（前条第

１項の規定に基づきこの契約が解除された場合にあっては、直ちに）、甲の定める返還届書を甲

に提出した上で、庁舎等を明け渡さなければならない。

２ 前項の場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた庁舎等の損耗を除き、甲の指示により庁

舎等を原状に回復した上で、甲の検査を受けなければならない。ただし、甲の承諾を受けたとき

はこの限りでない。

３ 返還後、乙が残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲において、乙の

負担でこれを処分しても異議がないものとする。

４ 乙は、甲に対し、移転料、立退料等金銭上の請求その他の請求をすることができない。

（滅失等の通知）

第１８条 乙は、庁舎等の全部又は一部が滅失又は毀損した場合には、直ちに甲にその状況を通知

しなければならない。

（原状回復義務）

第１９条 乙は、その責めに帰すべき理由により庁舎等を滅失又は毀損した場合において、甲が要

求するときは、自己の負担において原状に回復しなければならない。

（違約金）

第２０条 乙は、第１２条ないし第１５条に定める義務に違反したときは、違約金として当該年度

の貸付料の１割に相当する金額を甲に支払わなければならない。

２ 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第２２条に定める損害賠償の予定又はその一部と

解釈しないものとする。
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（貸付料の精算）

第２１条 甲は、第１６条第２項の規定によりこの契約を解除した場合には、未経過期間に係る貸

付料を返還するものとする。ただし、その額が１,０００円未満の場合は、この限りでない。

（損害賠償）

第２２条 乙は、その責めに帰すべき理由により貸付物件の全部又は一部を滅失又は毀損したとき

は、当該滅失又は毀損による庁舎等の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければ

ならない。ただし、第１９条の規定により当該貸付物件を原状に回復した場合は、この限りでな

い。

２ 前項に規定する場合のほか、乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。

３ 乙は、管理する水産動植物の死亡、盗難、その他一切の事故について、甲が故意又は重大な過

失により乙に損害を与えたときを除き、甲に対し、その損害の賠償を請求することができないも

のとする。

４ 甲が第１６条の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じた場合であって

も、乙は、甲にその賠償を請求できないものとする。

（有益費等の請求権の放棄）

第２３条 乙は、貸付期間が満了した場合又は第１６条の規定によりこの契約を解除された場合に

おいて、庁舎等を返還するときは、乙が庁舎等に支出した必要費及び有益費等が現存している場

合であっても、甲に対してその償還等の請求をすることができないものとする。

（費用負担）

第２４条 庁舎等を借り受けるに当たり必要となる一切の費用は、民法第６０６条第１項の規定に

かかわらず、全て乙において負担するものとし、甲に対してその償還等の請求をすることができ

ないものとする。

（連帯保証人）

第２５条 連帯保証人は、この契約を承認し、この契約による甲に対する乙の責務について乙と連

帯してその履行の責めに任ずるものとする。

（疑義等の決定）

第２６条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定

めるものとする。

（裁判管轄）

第２７条 この契約に関する訴訟は、徳島県庁の所在地を管轄する徳島地方裁判所に提訴するもの

とする。

乙及び連帯保証人は、以上の各条項について、甲から書面の交付による説明を受けた上で、その内

容に同意した。そこで、この契約の締結を証するため、契約書３通を作成し、甲、乙及び連帯保証人

の３者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。

令和 年 月 日

甲 徳 島 県

徳島県知事 後 藤 田 正 純

乙

連帯保証人
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別 紙

区分 所 在 地 番 地 目 貸付面積

㎡

土

地
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別紙４

事業内容採点表

審査の項目 審査の視点 配点

事業実施者 ・組織として、適切な実施体制をとっているか ２５点

としての適格性 ・当該事業を継続的に実施できる経営状況となっているか

目標設定の ・事業の内容、目的が県あるいは地域のニーズと合致しているか ２５点

適切性

事業内容の ・地域経済の活性化や雇用の創出が望まれる事業となっているか ４５点

適切性 ・事業の目的が達成される計画内容となっているか

・事業を実施できる具体的な計画内容となっているか

・地域漁業へ波及効果が望まれる事業内容となっているか

・地域の振興計画、施策と整合がとれているか

事業実施に ・事業実施者に、組織として事業運営に取り組む姿勢があり、 ５点

向けた環境 かつ関係者も積極的に事業推進に取り組むことが見込まれるか
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様式１

令和 年 月 日

参加表明書 兼 現地説明会参加申込書

徳島県農林水産部長 殿

所 在 地

名 称

代表者職氏名 印

次のとおり参加を希望します。

１ 申込書類の担当責任者

所属：

職：

氏名：

電話番号

FAX番号

２ 現地説明会参加者

① 所属：

職：

氏名：

② 所属：

職：

氏名：

③ 所属：

職：

氏名：

④ 所属：

職：

氏名：

⑤ 所属：

職：

氏名：
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様式２

令和 年 月 日

応 募 申 請 書

徳島県農林水産部長 殿

所 在 地

名 称

代表者職氏名 印

「令和５年度 県有種苗生産施設 有効活用実践事業」募集要項を了承の上、大型コンクリー

ト水槽の賃貸借について応募を申請します。

１ 応募書類の担当責任者

職名・氏名

電話・FAX番号

２ 連帯保証人

住所・氏名

３ 借受期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

※ ５年以内の範囲で設定することができます。

４ 利用を希望する水槽数 Ａ：（ ）、Ｂ：（ ）、Ｃ：（ ）

※ 利用を希望する水槽の（ ）に丸印を記入してください。

「募集要項」別紙２を十分確認した上で記入してください。

５ 共同事業者 ※有の場合は、下欄に全参加者を記入してください。

① 企業等名：

住 所：

代表者名： 印 （電話）

② 企業等名：

住 所：

代表者名： 印 （電話）

③ 企業等名：

住 所：

代表者名： 印 （電話）

※ 複数の方がひとつのグループを組んで応募する場合は、上記の共同事業者欄に構成メンバ

ー全員の所在地、名称、代表者氏名を記載することにより、グループの代表者を明らかにし

た委任状と兼ねるものとします。

※ ５の欄が不足する場合は、別紙として継続記載してください。
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様式３

添付書類チェック表

提出される書類のチェック欄（次表の□印）にチェックを入れてください。

グループで申請する場合は、番号１、２、６については共同作成の上提出し、番号３～５

及び７～１１の資料については構成メンバー全員について提出してください。

番号 内容 チェック欄 様式 備考

法人 個人

１ 応募申請書 □ □ ２

２ 添付書類チェック表（本紙） □ □ ３

３ 企業等概要説明書 □ □ ４

４ 誓約書 □ □ ５

５ 承諾書 □ □ ６

６ 事業提案書（※） □ □ ７

７ 定款 □

８ 決算書（直近１期分） □

９ 確定申告書の写し（直近１か年分） □

１０ 商業登記簿謄本 □ 申請する日から９０日以内に

発行されたもの

１１ 印鑑証明書 □ □

※ 提案事業内容に基づくイメージ図・平面図等を添付してください。様式は任意とします。



－ 20 －

様式４

企 業 等 概 要 説 明 書

１ 名称

２ 所在地

３ 代表者名

または個人名称

４ 資本金

または出資金

５ 従業員数

６ 設立年月日

７ 主な事業内容

※ グループで参加する場合は、構成メンバー全員について作成してください。
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様式５

誓 約 書

関係者が、次に該当しないことを誓約します。

１ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

２ 法人の場合、会社更生法に基づく更正手続き開始の申立て及び民事再生法に基づく再生手続

開始の申立てがされている者。ただし、更生計画の認可が決定又は再生計画の認可の決定が確

定した者は、該当しないものとみなす。

３ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくな

った日から２年を経過しない者。

４ 暴力団（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７号）に規

定する者）、暴力団員又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体。

５ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第

８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を

経過しない者。

６ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）をはじめとする労働関係法令を遵守していない者。

７ 徳島県の使用料及び県税その他税の滞納がある者。

８ 成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各項目のいずれかに該当す

る者。

徳島県農林水産部長 殿

令和 年 月 日

所 在 地

名 称

代表者職氏名 印

※ グループで参加する場合は、構成メンバー全員について作成してください。
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様式６

承 諾 書

私は、徳島県所有の土地及び建物の利用について応募するに当たり、「令和５年度 県有種苗

生産施設 有効活用実践事業」募集要項を承知し、次のことについて承諾いたします。

１ 徳島県が策定した「とくしま水産創生ビジョン」の推進に協力すること。

２ 今回申請した事業内容以外に使用しないこと。なお、事業内容を変更する場合は、「事業申

請書（変更）」を提出し、徳島県の承認を得ること。

３ 事業実施者に選定された際は賃貸借契約締結後30日以内に公募物件において、選定された新

たな利活用を開始すること。

４ 事業実施者に選定された際は速やかに「徳島県公有財産取扱規則」に基づき、必要な手続を

行うこと。

５ 「普通財産（土地・建物）貸付料算定基準」に基づく「貸付料」について、利用状況の変遷

にあわせた料金の改定に同意すること。

６ 事業撤退時は、直ちに貸付物件を原状回復の上、土地及び建物を県に返還すること。ただし、

事前に県の承認を得た場合はこの限りではない。

７ 公募物件を利用することに関して、徳島県の指示に従うこと。

８ 事業実施・運営その他の付随する事柄に当たり、徳島県は一切の費用負担及び補償を行いま

せん。

令和 年 月 日

（事業実施者）

住所

氏名 印

※ グループで参加する場合は、構成メンバー全員について作成してください。
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様式７

事 業 提 案 書

所 在 地

名 称

代表者職氏名 印

（事業名）

令和５年度 県有種苗生産施設 有効活用実践事業

（現状と課題）

※ 事業者が抱えている課題等を記載

（目的）

※ 定量的な目標を含めて、できるだけ具体的に記載

（事業内容）

※ できるだけ具体的に記載

（スケジュール）

※ できるだけ具体的に記載

（効果）

※ 県内の水産業に与える効果、その他産業に与える効果等をできるだけ具体的に記載

（収支計画）

※ 想定される収入と主たる経費（魚介類や種苗の仕入れ経費、餌代、人件費等）

※ 別紙でも可

※ 説明用資料があれば、適宜添付してください。

※ 複数の企業、大学等で連携して実施する場合は別紙「実施体制表」を添付すること。



－ 24 －

別紙（事業提案書関係）

実 施 体 制 表

事業者名 所在地 担当者名 連絡先 主な役割

※ 欄が不足する場合は、適宜追加してください。


